
業
務
ま
た
は
通

勤
が
原
因
の
ケ
ガ

や
病
気
で
療
養
す

る
た
め
に
働
く
こ

と
が
で
き
な
い
場

合
に
、
療
養
を
開

始
し
て
か
ら
一
年

六
か
月
を
経
過
し

た
日
、
ま
た
は
そ

の
日
以
後
に
お
い

て
も
、
ケ
ガ
や
病

気
が
治
っ
て
い
な

い
と
き
に
は
、
所

轄
の
労
働
基
準
監

督
署
長
が
職
権
で

「
傷
病
補
償
年
金
」

（
業
務
災
害
）
ま

た
は
「
傷
病
年
金
」

（
通
勤
災
害
）
の

給
付
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。こ

の
“
傷
病
が
治
っ
て
い
な
い

（
治
ゆ
し
て
い
な
い
）
”
と
は
、

投
薬
や
理
学
療
法
な
ど
の
治
療
に

よ
っ
て
効
果
が
期
待
で
き
る
（
症

状
固
定
し
て
い
な
い
）
状
態
を
い

い
ま
す
。

傷
病
が
治
り
（
治
ゆ
）
、
ま
た

は
症
状
固
定
し
て
、
労
災
保
険
法

の
障
害
等
級
表
に
定
め
た
一
級
か

ら
十
四
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す

る
と
き
に
は
、
「
障
害
補
償
給
付
」

（
業
務
災
害
）
ま
た
は
障
害
給
付

（
通
勤
災
害
）
を
受
給
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

障
害
補
償
給
付
ま
た
は
障
害
給

付
に
は
、
別
表
１
の
種
類
が
あ
り

ま
す
。
障
害
補
償
給
付
、
障
害
給

付
と
も
に
、
給
付
基
礎
日
額
（
※

1
）
や
算
定
基
礎
日
額
（
※
2
）

を
障
害
の
等
級
に
応
じ
た
日
数
分

で
乗
じ
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
給
付
方
法
は
、
年
金
と

一
時
金
が
あ
り
ま
す
。
年
金
払
い

は
、
給
付
日
数
分
を
毎
年
二
月
、

四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十

二
月
の
六
回
に
分
け
て
受
給
し
ま

す
。
一
時
金
は
、
一
回
の
み
の
受

給
と
な
り
ま
す
。

障
害
（
補
償
）
年
金
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
方
は
、
障
害

補
償
年
金
前
払
一
時
金
ま
た
は
障

害
年
金
前
払
一
時
金
と
し
て
、
一

回
に
限
り
年
金
を
前
払
い
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

前
払
い
の
額
は
、
障
害
等
級
に

応
じ
て
別
表
２
の
う
ち
受
給
す
る

方
が
選
択
す
る
日
数
分
に
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
前
払
一
時
金
で
受
給

し
た
場
合
の
障
害
（
補
償
）
年
金

は
、
各
月
分
の
額
（
前
払
一
時
金

が
支
給
さ
れ
た
月
後
最
初
の
障
害

（
補
償
）
年
金
の
支
払
期
日
か
ら

一
年
を
経
過
し
た
以
降
の
分
は
年

五
分
の
単
利
で
割
り
引
い
た
額
）

の
合
計
額
が
、
前
払
一
時
金
の
額

に
達
す
る
ま
で
の
間
支
給
停
止
さ

れ
ま
す
。

（
※
1
）
原
則
と
し
て
、
労
働
基

準
法
第
十
二
条
の
平
均
賃
金
に
相

当
す
る
額
で
す
。
こ
の
平
均
賃
金

の
算
定
方
法
は
、
別
の
回
で
解
説

い
た
し
ま
す
。

（
※
2
）
原
則
と
し
て
、
業
務
上

ま
た
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
や
死
亡

の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た

日
ま
た
は
診
断
に
よ
っ
て
病
気
に

か
か
っ
た
こ
と
が
確
定
し
た
日
以

前
一
年
間
に
そ
の
労
働
者
が
事
業

主
か
ら
受
け
た
特
別
給
与
（
賞
与
）

の
総
額
を
三
百
六
十
五
で
割
っ
た

額
で
す
。
こ
の
算
定
方
法
は
、
別

の
回
で
解
説
い
た
し
ま
す
。
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「
治
ゆ
」
＋

「
残
存
障
害
」

給
付
の
種
類
と
給
付
日
数

今
月
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
以
下
、

労
災
保
険
法
と
記
載
し
ま
す
）
に
基
づ
く
保
険
給

付
の
う
ち
、
障
害
（
補
償
）
給
付
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

給
付
の
前
払
い
制

障害等級 支給される給付

障害（補償）年金 障害特別支給金 障害特別年金
第1級～第7級

に該当

第8級～第14級

に該当

給付基礎日額の

313日分～131日分

給付基礎日額の

503日分～56日分

一時金として

342万円～159万円分

算定基礎日額の

313日分～131日分

障害（補償）一時金 障害特別支給金 障害特別一時金

一時金として

65万円～8万円分

算定基礎日額の

503日分～56日分

障害（補償）給付の種類 別表1

障害等級

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

前払い一時金の日数（200日分刻みで選択可能）

200日分～1,200日分または1,340日分（上限）

200日分～1,000日分または1,190日分（上限）

200日分～1,000日分または1,050日分（上限）

200日分～800日分または920日分（上限）

200日分～600日分または790日分（上限）

200日分～600日分または670日分（上限）

200日分～400日分または560日分（上限）

給
付
の
前
払
い
日
数

別
表
２



京
都
府
下
に
あ
る
事
業
所
が
支

払
う
賃
金
額
の
最
低
限
度
は
、
今

年
十
月
二
十
四
日
か
ら
現
行
の
時

間
額
七
百
五
十
九
円
か
ら
七
百
七

十
三
円
に
改
定
さ
れ
ま
す
（
特
定

の
産
業
に
は
別
途
、
産
業
別
最
低

賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
）
。

現
行
と
比
較
す
る
と
十
四
円
の
増

額
で
す
。

こ
の
最
低
賃
金
は
、
正
社
員
は

も
ち
ろ
ん
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ

ト
を
含
む
す
べ
て
の
労
働
者
に
対

し
て
適
用
し
ま
す
。
最
低
賃
金
適

用
除
外
の
労
働
者
へ
は
、
労
働
基

準
監
督
署
へ
の
『
特
例
許
可
申
請
』

が
必
要
で
す
。
許
可
を
受
け
ず
に

最
低
賃
金
以
下
の
賃
金
を
支
払
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る

賃
金
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
基
本

給
は
も
ち
ろ
ん
、
各
諸
手
当
も
対

象
と
な
り
ま
す
。
最
低
賃
金
の
算

出
に
は
、
総
支
給
額
か
ら
次
の
賃

金
を
除
外
し
て
く
だ
さ
い
。

・
精
皆
勤
手
当

・
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
割
増

賃
金

・
通
勤
手
当

・
家
族
手
当

・
一
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金
（
賞
与
等
）

・
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
慶

弔
金
等
）

本
社
は
Ａ
県
に
あ
り
、
勤
務
地

の
支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
が
Ｂ

県
に
あ
る
事
業
所
や
、
派
遣
労
働

者
で
派
遣
元
が
Ｃ
県
、
派
遣
先
が

Ｄ
県
の
ケ
ー
ス
で
は
、
最
低
賃
金

は
ど
の
県
の
金
額
を
適
用
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

本
社
や
派
遣
元
の
事
業
場
の
所

在
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
地
の

支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
や
派
遣

先
の
事
業
場
で
の
最
低
賃
金
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
の
Ｂ
県

や
派
遣
先
の
Ｄ
県
の
最
低
賃
金
を

適
用
し
ま
す
。

一
日
～
七
日

○
全
国
労
働
衛
生
週
間
実
施
期
間

『
健
康
管
理

進
め
る

広
げ
る

職
場
か
ら
』

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
七
月
～
九
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

二
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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朝
晩
よ
う
や
く
涼
し
く
な
り

ま
し
た
。
明
る
く
な
る
時
間
も

少
し
ず
つ
遅
く
な
っ
て
い
ま
す
。

お
天
気
の
良
い
晩
に
窓
を
開
け

て
い
る
と
、
虫
の
音
が
聞
こ
え

て
き
ま
す
。
心
地
よ
く
響
く
そ

の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
つ
い
、

う
と
う
と
・
・
・
。
う
っ
か
り

眠
っ
て
し
ま
い
、
風
邪
を
ひ
か

な
い
よ
う
ご
用
心
を
。（

ぎ
ん
）

十
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

Ｑ
入社後６ヶ月経過した社員（出勤率８割以上）

に10日間の年次有給休暇を付与しました。

しかし、その後私傷病で３ヶ月間休職し、入社後

１年６ヶ月経過時点での年次有給休暇は付与していま

せん。入社後２年６ヶ月経過時点での年次有給休暇は、

どのようにすればいいでしょうか。

Ａ
労働基準法では、雇入れの日から起算して6ヶ月

間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者

に、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与

えなければならない、としています。

その後は、継続勤務年数に応じて、各年８割以上出勤

した労働者に対して、10労働日＋αの年次有給休暇を

与えなければならない、としています。

また、出勤した日数が全労働日の8割未満である労働

者には、その年1年間は年次有給休暇を与える必要はな

い、としています。

つまり、年次有給休暇は、付与する時点でその前年に

８割以上出勤していれば、付与する時点での継続勤続年

数に応じた日数を付与することになります。

下記の付与日数を参考にしてください。

雇入れ日からの期間

入社日から６ヶ月

６ヶ月目から１年６ヶ月

１年６ヶ月目から２年６ヶ月目

出勤率 付与日数

８割以上

８割未満

８割以下

10労働日

０労働日

12労働日

京
都
府
は
十
四
円
増
額

最
低
賃
金
の

対
象
と
な
る
賃
金
は
？

勤
務
地
で
判
断

年次有給休暇の付与日数


